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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第68期

第１四半期
連結累計期間

第69期
第１四半期
連結累計期間

第68期

会計期間
自 平成29年３月１日
至 平成29年５月31日

自 平成30年３月１日
至 平成30年５月31日

自 平成29年３月１日
至 平成30年２月28日

売上高 (千円) 11,341,837 11,216,103 48,060,394

経常利益 (千円) 1,714,022 1,512,740 7,562,462

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 1,188,188 1,043,709 5,293,000

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,209,916 1,095,594 5,620,452

純資産額 (千円) 49,674,884 53,669,022 53,399,509

総資産額 (千円) 62,949,157 67,070,948 66,321,262

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 46.59 40.66 207.09

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 46.54 40.63 206.80

自己資本比率 (％) 78.7 79.9 80.4

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ １株当たり情報の算定上の基礎となる１株当たり四半期(当期)純利益の算定に用いられた期中平均株式数

は、４℃ホールディングスグループ従業員持株会専用信託口(以下「従持信託」という。)が所有する当社株

式を控除しております。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について重

要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関

する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有

価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善により緩やかな

回復基調となりましたが、海外においては政治動向に関する不確実性や地政学リスク等の懸念材

料により、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

流通業界におきましては、訪日外国人による消費は好調でしたが、消費者の購買行動の多様化

や節約志向の継続等により厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のなか、当社グループは、第５次中期経営計画初年度となる2018年度におきま

して、引き続き「100年企業」、「100年ブランド」の実現に向けて「人材の育成」、「商品力の

強化」、「マーケット動向の把握」に取り組んでおります。そして、信頼性の高い企業グループ

の構築に向けＣＳＲ経営を実践し、内部統制機能の強化、株主への利益還元、利益成長に繋がる

中長期的投資等を実行することによって企業価値の向上に取り組んでおります。

その結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高112億16百万円(前年同期比1.1%

減)、営業利益11億96百万円(前年同期比10.8％減)、経常利益15億12百万円(前年同期比11.7％

減)、親会社株主に帰属する四半期純利益10億43百万円(前年同期比12.2％減)となりました。

　

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

　

（ジュエリー事業）

ジュエリー事業を展開するエフ・ディ・シィ・プロダクツグループにおきましては、ブライダ

ルジュエリーの回復に時間を要していること等から売上高が計画を下回りました。

その結果、売上高は66億72百万円(前年同期比4.4％減)、営業利益は10億12百万円(前年同期比

16.5％減)となりました。

　

（アパレル事業）

アパレル事業におきましては、アスティグループは、企画提案力と生産背景を活かした主力得

意先との取り組み強化が奏功し、好調に推移いたしました。㈱アージュでは、主力のデイリーフ

ァッション事業「パレット」の出店拡大を進めるとともに販促施策の強化に取り組み、好調に推

移いたしました。

その結果、売上高は45億43百万円(前年同期比4.1%増)、営業利益は２億23百万円(前年同期比

31.0％増)となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、資産は主に、受取手形及び売

掛金が７億25百万円、商品及び製品が５億28百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と

比較して７億49百万円増加し、670億70百万円となりました。負債は主に、支払手形及び買掛金が

３億23百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して４億80百万円増加し、134億１

百万円となりました。純資産は前連結会計年度末と比較して２億69百万円増加し、536億69百万円

となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、

その内容等は次のとおりであります。

　

（株式会社の支配に関する基本方針）

① 基本方針の内容の概要

当社は、当社株主の在り方に関し、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定され

るべきものと考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴うような買付けの提

案に応じるか否かの判断も、最終的には当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと

考えております。

しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、ⅰ．買収の目的や買収後の経営方針

等に鑑み、企業価値又は当社株主の皆様共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれの

あるもの、ⅱ．当社株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、ⅲ．当社

に、当該大規模買付行為に対する代替案を提示するために合理的に必要となる期間を与える

ことなく行われるもの、ⅳ．当社株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に

必要とされる情報を十分に提供することなく行われるもの、ⅴ．買付けの条件等（対価の価

額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実行の実現可能性等）が当社の本源的

価値に鑑み不十分又は不適当なもの、ⅵ．当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠

な従業員、顧客を含む取引先、工場・生産設備が所在する地域社会等の利害関係者との関係

を破壊し、当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益に反する重大な影響を及ぼすもの

も想定されます。当社といたしましては、当社の企業価値及び当社株主の皆様共同の利益を

最大化すべきとの観点に照らし、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。

そこで、当社の総議決権の20％以上の議決権を有する株式（以下「支配株式」といいま

す。）の取得を目指す者及びそのグループ（以下「買収者等」といいます。）による支配株

式の取得により、このような当社の企業価値又は当社株主の皆様共同の利益が毀損されるお

それが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者と

して不適切であるものとして、法令及び当社定款によって許容される限度において、当社の

企業価値及び当社株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをそ

の基本方針といたします。

　

② 基本方針の実現のための具体的な取り組みの概要

当社及び当社グループは、コーポレートメッセージとして、「当グループは、４℃ブラン

ドを中心としたグローバルファッション創造企業として、お客様の一歩先のニーズに応える、

お客様の生活文化を向上させる企業であり続けます。」との理念を掲げています。

そして「人間尊重」の基本理念に基づく経営により、当社及び当社グループは、安定した

事業基盤、健全な財務体質、そして高い管理能力を誇っています。

事業面においては、ジュエリー事業にて展開している「４℃」ジュエリーの高いブランド
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力が強みです。また、工場生産から店頭小売までの機能を有するジュエリーＳＰＡ事業は、

顧客満足を実現できる優れた事業モデルとなっております。その他にもアパレルＯＥＭ、小

売等の複数の事業モデルが存在し、幅広い市場に対応することができます。さらに、持株会

社という組織形態は、経営資源の「選択と集中」の進展に有効に機能しています。

中核事業であるブランドビジネスにおいては、取扱商品群はもとよりデザイン、品質、接

客力、店舗空間、広告宣伝等、ブランドを構成する全ての要素の統一感を保つことによって、

ブランドの毀損を起こさないよう、お客様の信頼を裏切らない経営と、取引先との厚い信頼

関係を企業価値の源泉の中核としております。また、小売事業においてもストアブランドの

確立を目指し、マーケットの動向を把握しながら精度の高いマーチャンダイジング能力、バ

イイング能力、店舗開発及び店舗運営能力の向上を目指してまいります。加えて、アパレル

メーカー機能においても、商品企画力と海外生産拠点を背景とした品質・コスト競争力に強

みを持った提案を特徴としております。

また、財務面においては、高い収益性を誇るジュエリー事業を中心に安定的な利益成長を

実現しております。加えて、ＲＯＥを重要な経営指標の一つと捉え、資本効率の改善に取り

組んでおります。自己資本比率につきましても、高い水準で維持しており、財務の健全性を

保っております。

さらに、組織面においては、当社は、内部統制機能の強化を重要な課題と捉え、真摯に取

り組んでおります。また、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするた

め、執行役員制度を導入し、取締役会が意思決定・監督機能を担い、執行役員が業務執行機

能を担っております。これらに加えて、監査等委員会設置会社制度を採用し、自ら業務執行

をしない社外取締役の機能を活用することで、内部統制を強化しつつ、中長期的な企業価値

向上を図っております。さらには、持株会社である㈱ヨンドシーホールディングスの取締役

または執行役員が、基本的に、各事業子会社の責任者を務めることにより、視野の広い意思

決定を可能とし、かつ、経営者間のコミュニケーション密度を高め、グループ全体で、情報

や課題を共有することで、グループ経営マネジメント力の強さと安定感を堅持しています。

もっとも、これらの当社及び当社グループの企業価値の源泉は、短期に完成できるもので

はなく、創業以来長年にわたり培ってまいりました有形無形の財産と、お取引様及びお客様

との強い信頼関係や絆が、ビジネスを支え、また、信頼されるコーポレートブランドの確立

への布石であることは論を俟ちません。

このように、当社及び当社グループは、その企業価値の源泉を維持し、経営をさらに進化

させ、企業価値をより一層高めることによって、全てのステークホルダーから信頼される特

色ある企業グループを目指して取り組んでおります。

　

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取り組み

当社は、基本方針に照らして不適切な者（具体的には、当社取締役会が所定の手続にした

がって定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が

実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた

者等をいい、以下「例外事由該当者」と総称します。）によって経営方針の決定が支配され

ることに対し相当な措置を講じるため、平成28年５月19日開催の当社第66回定時株主総会の

承認に基づき、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（以下「本プラン」といいま

す。）について、本プランを継続導入することの承認を得ております。

本プランでは、大規模買付行為（当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の

株券保有割合が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得等がこれに該当します。）

を行おうとし、又は現に行っている者（以下「大規模買付者」といいます。）に対して事前

に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及びこれに対する評価・検討のための期間の確

保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判

断されること、当社取締役会が、独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛

否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株
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主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行う

こと等を可能とし、もって例外事由該当者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取り組みの一つとしています。また、本プランにおいては、独

立委員会による勧告を経たうえで、例外事由該当者に対する対抗措置として新株予約権の無

償割当て等を行うことがあることが定められております。

　

④ 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

本プランは、株主総会において株主の承認を得た上で導入されたものであること、その内

容として合理的な客観的発動要件が設定されていること、独立性の高い者のみから構成され

る独立委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経るこ

とが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることがで

きるとされていること、有効期間が３年と定められた上、取締役会によりいつでも廃止でき

るとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有し、

企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の役員の地位の維持を目的と

するものではありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年７月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 29,331,356 29,331,356
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株
であります。

計 29,331,356 29,331,356 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年５月31日 ― 29,331,356 ― 2,486,520 ― 14,838,777

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認で

きないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成30年２月28日）に基づく株

主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】
平成30年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 2,890,500
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

26,392,700
263,927 ―

単元未満株式
普通株式

48,156
― ―

発行済株式総数 29,331,356 ― ―

総株主の議決権 ― 263,927 ―

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権５個)、ならびに信託型従

業員持株インセンティブ・プラン制度の信託財産として、野村信託銀行㈱(従持信託)が所有している当社株

式100,600株(議決権1,006個)が含まれております。

２ 「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が58株及び当社保有の自己株式19株が含ま

れております。

② 【自己株式等】
平成30年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)

㈱ヨンドシー
ホールディングス

東京都品川区上大崎
二丁目19番10号

2,890,500 ― 2,890,500 9.85

計 ― 2,890,500 ― 2,890,500 9.85

(注) 上記のほか、信託型従業員持株インセンティブ・プラン制度の信託財産として、野村信託銀行㈱(従持信託)が

所有している当社株式100,600株を、四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成30年３

月１日から平成30年５月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年３月１日から平成30年５月

31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを

受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,076,174 2,184,309

受取手形及び売掛金 3,061,207 3,786,524

有価証券 3,950,000 2,800,000

商品及び製品 8,332,336 8,860,619

仕掛品 507,681 468,625

原材料及び貯蔵品 633,136 720,073

その他 988,864 1,235,219

貸倒引当金 △2,686 △5,645

流動資産合計 19,546,714 20,049,726

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,918,332 5,926,626

土地 5,492,215 5,492,215

その他（純額） 806,838 816,604

有形固定資産合計 12,217,387 12,235,446

無形固定資産

のれん 4,220,291 4,096,165

その他 122,038 260,434

無形固定資産合計 4,342,329 4,356,600

投資その他の資産

投資有価証券 25,768,779 26,000,153

退職給付に係る資産 656,629 675,095

その他 3,896,453 3,853,926

貸倒引当金 △107,030 △100,000

投資その他の資産合計 30,214,831 30,429,175

固定資産合計 46,774,548 47,021,221

資産合計 66,321,262 67,070,948
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,077,362 4,400,730

未払法人税等 856,205 469,469

賞与引当金 251,351 340,298

役員賞与引当金 13,300 14,989

資産除去債務 34,406 33,462

その他 2,806,317 3,199,831

流動負債合計 8,038,943 8,458,780

固定負債

長期借入金 277,470 277,470

役員退職慰労引当金 416,528 －

退職給付に係る負債 568,010 547,775

資産除去債務 1,012,744 1,031,459

その他 2,608,056 3,086,439

固定負債合計 4,882,809 4,943,144

負債合計 12,921,753 13,401,925

純資産の部

株主資本

資本金 2,486,520 2,486,520

資本剰余金 18,182,008 18,181,292

利益剰余金 37,503,586 37,687,968

自己株式 △6,310,953 △6,276,308

株主資本合計 51,861,161 52,079,473

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,425,917 1,458,907

繰延ヘッジ損益 △20,418 △2,973

土地再評価差額金 △161,985 △161,985

為替換算調整勘定 78,638 59,541

退職給付に係る調整累計額 116,129 136,675

その他の包括利益累計額合計 1,438,281 1,490,166

新株予約権 100,066 99,383

純資産合計 53,399,509 53,669,022

負債純資産合計 66,321,262 67,070,948
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年５月31日)

売上高 11,341,837 11,216,103

売上原価 4,734,743 4,718,726

売上総利益 6,607,093 6,497,376

販売費及び一般管理費 5,265,425 5,300,461

営業利益 1,341,667 1,196,915

営業外収益

受取利息 5,767 9,778

受取配当金 8,157 8,977

持分法による投資利益 331,909 237,235

投資不動産賃貸料 18,285 18,285

為替差益 － 12,642

その他 11,577 31,442

営業外収益合計 375,697 318,361

営業外費用

支払利息 25 32

投資不動産減価償却費 1,171 1,169

投資不動産管理費用 511 511

保険解約損 － 662

為替差損 454 －

その他 1,179 158

営業外費用合計 3,342 2,535

経常利益 1,714,022 1,512,740

特別損失

減損損失 5,106 －

店舗閉鎖損失 1,143 －

特別損失合計 6,249 －

税金等調整前四半期純利益 1,707,772 1,512,740

法人税、住民税及び事業税 483,555 459,926

法人税等調整額 36,027 9,104

法人税等合計 519,583 469,031

四半期純利益 1,188,188 1,043,709

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,188,188 1,043,709
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年５月31日)

四半期純利益 1,188,188 1,043,709

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25,826 54,870

繰延ヘッジ損益 △11,936 17,444

為替換算調整勘定 △6,613 △19,096

退職給付に係る調整額 10,710 13,979

持分法適用会社に対する持分相当額 55,393 △15,313

その他の包括利益合計 21,727 51,885

四半期包括利益 1,209,916 1,095,594

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,209,916 1,095,594

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(追加情報)

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として「信託

型従業員持株インセンティブ・プラン」を導入し、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付

する取引を行っております。

（１）取引の概要

当社は、「４℃ホールディングスグループ従業員持株会」（以下「本持株会」という。）に加入

する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、従持信託は５年間にわた

り本持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を取得し、その後毎月一定日に本持株会へ売却を

行うものであります。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業

員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務

が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証事項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するた

め、従業員への追加負担はありません。

（２）信託が保有する自社の株式に関する事項

従持信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資

産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年

度末277,662千円、100,600株、当第１四半期連結会計期間末252,545千円、91,500株であります。

（３）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度末 277,470千円 当第１四半期連結会計期間末 277,470千円

（役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、平成30年５月17日開催の第68期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴

う退職慰労金の打切り支給を決議いたしました。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給額の未払分325,028千円を「長

期未払金」として固定負債の「その他」に含めて表示しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含

む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
　

前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年５月31日)

減価償却費 274,537千円 260,378千円

のれんの償却額 124,126 124,126
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年５月31日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月18日
定時株主総会

普通株式 659,062 25.00 平成29年２月28日 平成29年５月19日 利益剰余金

(注) 配当金の総額には、従持信託が保有する当社株式に対する配当金3,355千円が含まれております。

　

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半

期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年３月１日 至 平成30年５月31日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月17日
定時株主総会

普通株式 859,327 32.50 平成30年２月28日 平成30年５月18日 利益剰余金

(注) 配当金の総額には、従持信託が保有する当社株式に対する配当金3,269千円が含まれております。

　

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半

期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年５月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２ジュエリー事業 アパレル事業 計

売上高

外部顧客への売上高 6,978,204 4,363,632 11,341,837 － 11,341,837

セグメント間の内部
売上高又は振替高

804 224,448 225,253 △225,253 －

計 6,979,009 4,588,081 11,567,090 △225,253 11,341,837

セグメント利益 1,212,989 170,745 1,383,735 △42,067 1,341,667

(注) １ セグメント利益の調整額△42,067千円は、主に各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な減損損失はありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年３月１日 至 平成30年５月31日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２ジュエリー事業 アパレル事業 計

売上高

外部顧客への売上高 6,672,336 4,543,767 11,216,103 － 11,216,103

セグメント間の内部
売上高又は振替高

42 229,860 229,902 △229,902 －

計 6,672,378 4,773,627 11,446,006 △229,902 11,216,103

セグメント利益 1,012,997 223,637 1,236,635 △39,719 1,196,915

(注) １ セグメント利益の調整額△39,719千円は、のれん償却額△124,126千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△127,973千円、セグメント間取引消去額212,379千円が含まれております。なお、全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な減損損失はありません。
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(１株当たり情報)

１ １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
　至 平成30年５月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 46.59円 40.66円

　 (算定上の基礎)

　 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 1,188,188 1,043,709

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
金額(千円)

1,188,188 1,043,709

普通株式の期中平均株式数(株) 25,501,674 25,666,849

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 46.54円 40.63円

　 (算定上の基礎)

　 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) － －

　 普通株式増加数(株) 30,630 20,632

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

２ 従持信託が保有する当社株式を１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計

算において控除する自己株式に含めております。(前第１四半期連結累計期間129,950株、当第

１四半期連結累計期間96,182株)

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成30年７月12日

株式会社ヨンドシーホールディングス

取 締 役 会 御 中

　

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 白 井 正 ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三 井 勇 治 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヨンド

シーホールディングスの平成30年３月１日から平成31年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成30

年３月１日から平成30年５月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年３月１日から平成30年５月31日まで)に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注

記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヨンドシーホールディングス及び連結子会社の平成30年

５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
　

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年７月13日

【会社名】 株式会社ヨンドシーホールディングス

【英訳名】 YONDOSHI HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長・ＣＥＯ 木 村 祭 氏

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目19番10号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番1号）
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役会長・ＣＥＯ木村祭氏は、当社の第69期第１四半期（自 平成30年３月１日 至

平成30年５月31日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されている

ことを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

特記すべき事項はありません。
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